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本日、市議会臨時会をお願いいたしましたが、提出しました案件に

ついて、その概要を申し上げます。 

 

（１　予算案件について） 

予算案件については、一般会計において、物価高騰対策に要する経

費などの補正を行うものであり、30 億 9,800 万余円を追加するもので

あります。また、特別会計では、公設地方卸売市場事業において、1,100

万余円を追加するものであります。 

 

次に、歳出予算の主な内容について申し上げます。 

 

（① 物価高騰対策に関するもの） 

まず、物価高騰対策に関連する経費につきましては、住民税非課税

世帯や、低所得の子育て世帯等に対する給付金の支給に要する経費の

ほか、学校給食費等の負担軽減に資する事業の経費、融資制度を利用

する中小企業者の信用保証料の助成に要する経費などを計上してお

ります。 

 

（② 国・県等の追加承認に関するもの） 

また、国・県等の追加承認に伴うものとして、新規就農者への農業
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機械の導入支援に要する経費などを計上しております。 

 

（③ その他の事業） 

その他の事業といたしましては、マイナポイントの申込期限延長に

伴う申込支援窓口の設置に要する経費などを計上しております。 

 

(④ 特別会計） 

特別会計では、公設地方卸売市場事業特別会計において、市場内事

業者に対する電気代の支援に要する経費を計上しております。 

 

以上が歳出のあらましですが、これらに要する財源としては、一般

会計では、事業に伴う国・県支出金や繰越金などを充てております。

また、特別会計では一般会計からの繰入金を充てております。 

 

（２　その他の案件） 

次に、予算以外の案件について申し上げます。 

まず、財産取得については、化学消防ポンプ自動車などを取得する

もの２件であります。 

承認案件については、専決処分について承認を求めるもの３件であ

ります。 
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報告案件については、損害賠償請求に係る和解の専決処分について

報告するもの１件であります。 

 

よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。


